
3  令和 5 年（2023年）2 月21日江東区役所 〒135‒8383 東陽 4－11－28 ☎ 3647－9111（代）

凡
　
例

　

日
時
　
　

場
所
　
　

集
合
　
　

対
象
・
定
員
　
　

費
用
　
　

内
容
　
　

講
師
　
　

一
時
保
育
　
　

締
切
日
　
　

申
込
　
　

問
合
先
　
　
　
　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
　

Ｅ
メ
ー
ル

▢時

▢場

▢集

▢人

▢費

▢内

▢師

▢保

▢締

▢申

▢問

▢ｅ

こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

　
江
東
区
以
外
に
住
所
を
移
す
時
は
、

転
出
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
窓
口
で
手
続
き
を
行
う
場
合
、
住

所
変
更
等
の
届
け
出
が
集
中
し
、
手

続
き
終
了
ま
で
長
時
間
お
待
た
せ
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
便
利
な

オ
ン
ラ
イ
ン
・
郵
送
手
続
き
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
引
越
し
を
す
る
日
の
₁₄
日

前
か
ら
転
出
の
届
け
出
が
で
き
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
ご
利
用
を

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
方
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
お
よ
び

署
名
用
電
子
証
明
書
を
利
用
し
て
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
転
出
手
続
き
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
国
内
へ
の

転
出
に
限
る
）。
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

し
た
場
合
は
、
来
庁
で
の
手
続
き
が

原
則
不
要
と
な
り
、
窓
口
で
お
待
た

せ
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら

に
転
出
手
続
き
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行

っ
た
方
は
、
転
入
先
の
自
治
体
で
の

転
入
手
続
き
の
来
庁
日
予
約
（
異
動

日
以
降
）
を
同
時
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で

行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
手
続
き

が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。
な

お
、
転
入
手
続
き
の
際
は
、
必
ず
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

郵
送
は
必
要
書
類
3
点
を

用
意
し
て
投
函
す
る
だ
け

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち

で
な
い
方
は
、
郵
送
申
請
を
利
用
で

き
ま
す
。

﹇
必
要
書
類
﹈

○ 

転
出
届
（
郵
送
用
）
※
原
則
、
本

人
の
み
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
。

（
用
紙
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
区

役
所
、
豊
洲
特
別
出
張
所
、
各
出

張
所
で
入
手
可
）

○ 

本
人
確
認
書
類
の
写
し
（
有
効
期

間
内
の
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー

ト
、
保
険
証
、
年
金
手
帳
等
）

○ 

郵
便
料
金
分
の
切
手
を
貼
っ
た
返

信
用
封
筒
（
転
出
証
明
書
の
発
行

が
な
い
、
国
外
へ
の
転
出
お
よ
び

特
例
転
出
届
は
不
要
）

※
返
信
用
封
筒
の
宛
先
に
は
、
今
ま

で
の
住
所
ま
た
は
、
新
し
い
住
所

（
郵
送
時
に
受
取
可
能
な
場
合
の

み
）
を
記
入
く
だ
さ
い
。
第
三
者
か

ら
の
な
り
す
ま
し
申
請
を
防
止
す
る

た
め
、
そ
の
他
の
住
所
に
は
送
付
で

き
ま
せ
ん
。

﹇
郵
送
申
請
後
の
流
れ
﹈

　
必
要
書
類
が
区
役
所
に
到
着
後
、

₂
〜
₃
営
業
日
内
に
転
出
証
明
書
を

発
送
し
ま
す
。
転
出
証
明
書
は
、
新

し
い
区
市
町
村
で
転
入
の
届
け
出
を

す
る
際
に
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
転
出
届
に
伴
い
、
介
護
認
定
や
児

童
手
当
等
の
各
種
届
け
出
が
別
途
窓

口
で
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
国
外
へ
の
転
出
で
在
外
選
挙

制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
手
続
き
が

必
要
で
す
。
詳
細
は
各
担
当
課
に
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

申▢
「
転
出
届
在
中
」と
記
入
し
た
封

筒
に
、
必
要
書
類
₃
点
を
同
封
し
、

〒
１３５
―
８３８３
区
役
所
区
民
課
住
民
記
録

係
へ
郵
送

転
入
や
転
居
の
手
続
き
は

窓
口
で
の
届
け
出
が
必
要

　
引
越
し
手
続
き
の
う
ち
、
オ
ン
ラ

イ
ン
お
よ
び
郵
送
申
請
で
き
る
の
は

転
出
手
続
き
だ
け
で
す
。

　
江
東
区
以
外
の
区
市
町
村
（
国
外

を
含
む
）
か
ら
江
東
区
に
住
所
を
移

す
転
入
届
や
、
江
東
区
内
で
住
所
を

移
す
転
居
届
は
、
居
住
場
所
や
各
種

確
認
の
聞
き
取
り
を
行
う
た
め
従
来

ど
お
り
窓
口
の
み
で
受
付
し
て
い
ま

す
。
繁
忙
期
等
、
窓
口
の
混
雑
状
況

に
よ
り
、
お
待
た
せ
し
て
し
ま
う
場

合
も
あ
り
ま
す
。

問▢
区
民
課
住
民
記
録
係

 

☎（
3
6
4
7
）3
1
6
2

 

℻（
3
6
4
7
）9
2
0
6

　
特
別
永
住
者
や
特
別
永
住
者
か
ら

帰
化
し
た
方
等
で
、
国
民
年
金
の
制

度
上
、
老
齢
基
礎
年
金
等
の
公
的
年

金
を
受
給
で
き
な
い
高
齢
者
、
ま
た

は
重
度
の
障
害
が
あ
り
障
害
基
礎
年

金
等
を
受
給
で
き
な
い
方
に
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

人▢
区
内
で
住
民
登
録
を
行
っ
た
日

か
ら
引
き
続
き
₂
年
以
上
区
内
に
居

住
し
て
い
る
特
別
永
住
者
の
方
等
で
、

次
の
①
②
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

①
大
正
₁₅
年
（
1
9
2
6
年
）
₄
月

₁
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
公
的
年

金
の
受
給
資
格
が
な
い
方

②
昭
和
₅₇
年
（
1
9
8
2
年
）
₁
月

₁
日
前
に
₂₀
歳
に
達
し
、
同
日
前
の

病
気
や
怪
我
等
が
原
因
で
重
度
心
身

障
害
者
と
な
っ
た
方
（
身
体
障
害
者

手
帳
の
₁
級
・
₂
級
、
愛
の
手
帳（
療

育
手
帳
）
₁
度
・
₂
度
、
ま
た
は
精

神
保
健
福
祉
手
帳
₁
級
・
₂
級
）
で

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
が
な
い

方
。

※
生
活
保
護
受
給
者
や
公
的
年
金
受

給
者
、
本
人
と
本
人
を
扶
養
し
て
い

る
家
族
の
所
得
が
基
準
額
を
超
え
て

い
る
方
等
は
除
き
ま
す
。
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

﹇
月
額
支
給
額
﹈

①
に
該
当
す
る
方
1
5
、0
0
0
円

②
に
該
当
す
る
方
3
0
、0
0
0
円

問▢
医
療
保
険
課
庶
務
係

 

☎（
3
6
4
7
）3
1
6
6

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
3

　
建
築
物
の
防
災
対
策
の
推
進
を
目

的
に
、
毎
年
春
と
秋
に
全
国
一
斉
の

建
築
物
防
災
週
間
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
建
築
物
・
工
作
物
の
所
有
者

・
管
理
者
等
は
、
そ
れ
ら
を
常
に
安

全
な
状
態
で
維
持
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
建
築
基

準
法
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

機
会
に
、
所
有
・
管
理
し
て
い
る
建

築
物
・
工
作
物
・
付
属
す
る
ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
を
点
検
し
、
気
が
か
り
な
点

が
あ
れ
ば
、
専
門
家
へ
相
談
し
ま
し

ょ
う
。
災
害
に
よ
る
被
害
を
防
止
し
、

安
心
し
て
生
活
で
き
る
空
間
を
確
保

す
る
た
め
に
は
、
区
民
一
人
ひ
と
り

の
意
識
と
取
り
組
み
が
大
切
で
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問▢
建
築
調
整
課
建
築
防
災
係

 

☎（
3
6
4
7
）9
7
6
4

 

℻（
3
6
4
7
）9
0
0
9

　
施
設
見
学
や
株
式
投
資
体
験
を
通

し
て
、
親
子
で
投
資
や
お
金
に
つ
い

て
学
び
ま
す
。

時▢
₃
月
₂₉
日
（
水
）
午
前
₉
時
₂₅

分
〜
午
後
₁
時
₁₅
分
帰
着
予
定

場▢
東
証
ア
ロ
ー
ズ
（
中
央
区
日
本

橋
兜
町
₂
―
₁
）、
貨
幣
博
物
館
（
中

央
区
日
本
橋
本
石
町
₁
―
₃
―
₁
）

※
区
が
借
り
上
げ
た
バ
ス
で
移
動

集▢
午
前
₉
時
₁₅
分
に
区
役
所
前

人▢
区
内
在
住
の
小
学
生
（
₁
組
₂

人
ま
で
）
と
そ
の
保
護
者
（
₁
組
₁

人
ま
で
）
₂₅
人
（
抽
選
）

費▢
無
料

締▢
₃
月
₁₁
日
（
土
）
消
印
有
効

申▢
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
往
復

は
が
き
（
₁
組
₁
枚
）
に
①
講
座
名

②
参
加
希
望
親
子
の
氏
名
（
ふ
り
が

な
）
③
住
所
④
電
話
番
号
⑤
親
子
の

年
齢
・
性
別
⑥
こ
ど
も
の
学
年
を
記

入
し
、
〒
１３５
―
００１１
扇
橋
₃
―
₂₂
―
₂

パ
ル
シ
テ
ィ
江
東
₂
階
消
費
者
セ
ン

タ
ー
へ

 

☎（
5
6
8
3
）0
3
2
1

 

℻（
5
6
8
3
）0
3
1
8

　
区
内
に
は
₇
か
所
の
出
張
所
と
豊

洲
特
別
出
張
所
が
あ
り
、
住
所
変
更

や
印
鑑
登
録
な
ど
の
手
続
き
が
行
え

ま
す
。
主
な
業
務
は
表
₁
の
と
お
り

で
す
。
取
扱
業
務
の
詳
細
や
、
手
続

き
に
必
要
な
書
類
等
は
、
区
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
各
出
張

所
等
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

﹇
出
張
所・豊
洲
特
別
出
張
所
所
在
地

お
よ
び
利
用
時
間
﹈表
₂
の
と
お
り

﹇
閉
庁
日
﹈土
・
日
曜
、
祝
日
、
年
末

年
始

水
曜
延
長
窓
口
・
日
曜
窓
口

（
本
庁
舎
・
豊
洲
特
別
出
張
所
）

　
区
役
所
本
庁
舎
の
一
部
窓
口
と
豊

洲
特
別
出
張
所
で
は
、
毎
週
水
曜
は

午
後
₇
時
ま
で
、
毎
月
原
則
第
₂
日

曜
（
₃
月
は
第
₄
日
曜
）
は
午
前
₉

時
〜
午
後
₄
時
ま
で
窓
口
受
付
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　
水
曜
延
長
窓
口
は
混
雑
し
ま
す
の

で
、
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し

く
だ
さ
い
。

※
取
扱
業
務
が
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
水
曜
延
長
窓
口
は
、
祝
日
や
年
末

年
始
の
閉
庁
日
に
は
行
い
ま
せ
ん
。

問▢
区
民
課
住
民
記
録
係

 

☎（
3
6
4
7
）3
1
6
2

 

℻（
3
6
4
7
）9
2
0
6

表1　 出張所・豊洲特別出張所の 
主な取扱業務

①出張所での主な取扱業務
○住所変更（転入・転出・転居・世帯変更届）※1　
○印鑑登録・印鑑登録証明書　
○住民票　
○ 特別区民税・都民税の納税（非）課税証明書（税の

申告をしている方）、軽自動車税（種別割）納税証
明書　

○ 戸籍の証明（戸籍謄本・抄本・附票の写し）の交付
（江東区が本籍の方）　

○マイナンバーカードの暗証番号再設定　
○国民健康保険の届け出※2　
○国民年金の届け出の受付※3　
○ 母子手帳の交付（保健所・保健相談所でも交付で

きます）
②豊洲特別出張所での主な取扱業務・問合先
○①の出張所で行っている業務　
○ 戸籍の届け出（婚姻届・出生届・転籍届など）※4　 

豊洲特別出張所戸籍係☎5859-0069　
○ 児童手当・子ども医療費助成に関する手続き※5　 

こども家庭支援課給付係☎5859-0165

表2　 出張所・豊洲特別出張所の 
所在地および利用時間

①出張所（所在地） 電話［利用時間］平日8：30～17：00
白河出張所（白河1-3-28深川
江戸資料館内） ☎3642-4456
富岡出張所（富岡1-16-12） ☎3642-8306
小松橋出張所（扇橋2-1-5） ☎5606-5581
亀戸出張所（亀戸2-19-1カメ
リアプラザ1階） ☎3683-3734
大島出張所（大島4-5-1総合
区民センター2階） ☎3637-2451
砂町出張所（北砂4-7-3） ☎3644-2181
南砂出張所（南砂6-8-3） ☎3640-5355
②豊洲特別出張所（所在地）

電話［利用時間］平日8：30～17：00
（水曜は19：00まで）、原則第
2日曜9：00～16：00
豊洲特別出張所住民係

（豊洲2-2-18豊洲シビックセ
ンター3階）

☎3531-6316
※1： 外国人が国外から転入した場合や、新たに中長

期在留者の資格を取得した場合の手続きは、区
役所（区民課住民記録係）のみになります。

※2： 国民健康保険の加入および喪失手続き、保険証の再発行、高額療養費の受付、給付申請（葬祭
費・出産一時金・療養費の一部）のみになります。

※3： 国民年金加入手続き（新規加入を除く）、現年度分保険料の免除申請のみになります。
※4： 離婚や養子縁組の届け出等および外国人の方の届け出は、区役所（区民課戸籍係）のみになり

ます。
※5： 児童扶養手当や特別児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成は、区役所（こ

ども家庭支援課給付係）のみになります。


